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はじめに 

 
近年、消費者契約に関わるトラブルが増加しており、その内容は一

段と多様化・複雑化している。こうした中で、消費者の利益の擁護を

図るための仕組みとして、消費者団体が消費者全体の利益のために訴

えを提起することを認める制度（消費者団体訴訟制度）を導入する必

要性が高まっている。 

消費者団体訴訟制度については、消費者契約法制定に際しての衆参

両院における附帯決議（平成 12年４月）、司法制度改革推進計画（平

成 14 年３月閣議決定）等において、その検討の必要性が指摘されて

きた（資料１）。 

また、平成 15 年５月の国民生活審議会消費者政策部会報告におい

ては、差止めを中心とする消費者団体訴訟制度を早急に導入すること

が必要である旨が提言された。 

このような中で、平成 16 年４月、国民生活審議会消費者政策部会

に消費者団体訴訟制度検討委員会が設置された。以降、本検討委員会

では、関連団体へのヒアリングを経て、制度を構築するための主な論

点について討議を行ってきた。本報告は、これまでの検討に基づき、

消費者団体訴訟制度の骨格についてとりまとめたものである。 
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第１ 消費者団体訴訟制度の必要性 

 
１．消費者被害の未然防止・拡大防止の必要性 

 
  近年、商品・サービスに関する消費者トラブルが増加しており、特

に消費者契約に関わるトラブルについては、全国の消費生活センター

等に寄せられた苦情相談の７割前後を占め、深刻な状況となっている

（資料２）。 

消費者契約に関連した被害については、一般に、同種の被害が多数

の者にわたるという特徴を有している。このため、消費者被害の未然

防止・拡大防止を図ることが重要であり、事業者による不当な行為を

何らかの方法で抑止する必要がある。 

 この抑止の手法については、消費者政策の在り方に関し、行政によ

る事業者に対する規制よりも、市場メカニズムを活用するものに重点

をシフトすることが求められていることを踏まえて検討する必要が

ある（資料３）。 

 しかし、消費者にとって、事業者の行為の不当性を認識した場合に

は、契約の締結を回避すれば足りることもあり、現行法上、直接的な

被害を受けていない消費者が、事業者の不当な行為の抑止を求める権

利は認められないとされている。 

こうしたことを踏まえ、事業者の不当な行為の抑止につき、どのよ

うな者がどのような方法で当たるのが適当であるかについての検討

が求められている。 
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２．消費者被害の未然防止・拡大防止における消費者団体の重要性 

 

消費者団体には、消費者の利益の擁護を図るため、消費者に代わ

って、市場において事業者の行為を監視するなど消費者の視点に立っ

て活動することが期待されている（資料４）。 

平成 16 年６月に施行された消費者基本法において、新たに消費者

団体に関する規定が設けられ、消費者団体の努める活動の一つとして、

「消費者の被害の防止及び救済のための活動」が盛り込まれた（資料

５）。 

このような役割が期待される消費者団体は、事業者の不当な行為を

抑止する重要な担い手と考えられる。 

 

３．消費者団体に差止請求権を認める必要性 

 
消費者団体の中には、実際、事業者の不当な行為を抑止する担い

手となるべく、事業者に対して、不当な行為の改善を求める活動など

を自主的に行い、一定の成果を上げているものがある。 

しかしながら、これらの自主的な活動には法的な裏付けがないこ

とから、事業者側から誠実な対応が得られない場合があるなど、その

実効性において限界があると指摘されている（資料６）。 

こうしたことを踏まえると、現行制度は、事業者の不当な行為を

抑止していく上で十分とはいえないと考えられる。このため、一定の

消費者団体に、事業者の不当な行為に対して差止めを求める権利を認

める必要がある1（資料７）。 

                                                 
1 このような制度は、ＥＵ諸国をはじめとする多くの諸外国で既に導入されており、消費者被
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４．消費者被害の損害賠償請求について 

 
 消費者被害は、同種の被害が多数の者に及ぶものの、個々の消費者

に生じる被害額が比較的少額であることから、事後の被害救済を求め

て個々の消費者が訴えを提起することは困難な場合が多い。このため、

消費者団体が個々の被害者に代わって損害賠償を請求するといった

制度の導入が必要との考え方がある。 

 この考え方は、個々の被害者が損害賠償請求権など事業者に対する

何らかの請求権を有していることを前提として、少額多数被害救済の

実効性を確保しようとするものである2。 

 しかしながら、このような少額多数被害救済のための手法について

は、消費者団体が損害賠償等を請求する制度以外にも、様々なものが

想定されうる。 

 実際、こうした観点から、選定当事者制度の改善3がなされ、その

他司法アクセスの改善など、個人が訴えを提起することに伴う困難性

そのものを改善しようとする具体的な施策が講じられつつある（資料

10）。 

 このように、消費者団体が損害賠償等を請求する制度の導入につい

ては、上記のような手法の展開を十分に注視し、その上で、同制度の

必要性も含めて、慎重に検討されるべきである4。  

                                                                                                                                                     
害の未然防止・拡大防止において相当の役割を果たしていると考えられる（資料８）。 
2 この点で、直接的な被害を受けていない者に事業者の不当な行為の差止めを求める権利が現

行法上は認められていない未然防止の局面とは大きく異なる。 
3 選定当事者制度とは、共同の利益を有するものの中から全員のために原告（または被告）と

なるべき一人または数人を選定し、その選定された者が自己と他人のために、当事者として訴

訟を行う制度。平成８年の民事訴訟法改正により、選定の要件が緩和された（資料９）。 
4 なお、消費者団体による損害賠償の請求に関しては、消費者個人の損害賠償請求権を前提と

しない考え方（利益の吐き出し請求等）もあるが、そのような考え方は、我が国において一般
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第２ 消費者団体訴訟制度構築の方向性 

 

１．基本的考え方 

 
 差止めを中心とする消費者団体訴訟制度は、消費者全体の利益を擁護

するため、一定の消費者団体に対して民事実体法上の請求権を認めるも

のと考えるのが適切である。 
 こうした考え方を踏まえると、本制度には、請求権を行使する主体と

それによって保護される利益の帰属先が異なるという大きな特徴があ

る。 
このため、制度の導入にあたっては、以下の点について、十分検討を

行う必要がある。 
 
 ア．消費者全体の利益を擁護するという観点から、事業者のどのよう

な行為を差止めの対象とすべきか 
              （差止めの対象とすべき事業者の行為） 
 イ．消費者全体の利益のために請求権を行使する主体としてふさわし

い消費者団体（適格消費者団体）はどのようなものか 
                （適格消費者団体の要件の在り方） 
 ウ．請求権を行使する主体と、それによって保護される利益の帰属先

が異なることなどから、訴訟手続において特段の措置を講じる必要

があるか                （訴訟手続の在り方） 
 
   
                                                                                                                                                     
的ではなく、慎重な検討が必要と考えられる。 
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２．差止めの対象とすべき事業者の行為 

 
（１）基本的考え方 

 

消費者契約法5は、消費者利益を擁護するために、消費者契約全

般に広く適用される一般的な民事ルールとしての性格を有するも

のであり、本制度の対象となる実体法については、消費者契約法を

基本とする（資料 11～13）。 

 
（２）差止めの対象とすべき事業者の行為 

 

① 不当な契約条項の使用 

 

消費者契約においては、事業者が多数の消費者を対象として同

一または同種の取引を行うことが一般的である。このため、事業者

が使用する契約条項の中に不当な契約条項が含まれている場合に

は、消費者被害が広く拡大しやすいことから、事業者による不当な

契約条項の使用に対する差止めを認めることが必要である。 
 
② 不当な勧誘行為 

 

消費者契約においては、事業者が契約の締結を勧誘するにあた

って不当な勧誘方法が用いられ、消費者・事業者間のトラブルが発

                                                 
5 消費者契約法は、大きく分けて①不当な契約条項に対する規律及び②事業者の不当な勧誘行

為に対する規律によって構成されている。 
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生する事例が多い。 
このため、事業者による一定の不当な勧誘行為が反復継続して

行われているなどの場合には、消費者被害が広く拡大しやすいこと

から、差止めを認める必要がある。 
 

３．適格消費者団体の要件の在り方 

 
（１）基本的考え方 

 
消費者団体訴訟制度が、消費者全体の利益を擁護するため、一定

の消費者団体（適格消費者団体）に対し差止請求権を認める制度で

あることを踏まえると、適格消費者団体の要件は、以下の３つの観

点を基本とすべきである。 
 
ア．消費者全体の利益を代表して消費者のために差止請求権を行使

できるかどうか            （消費者利益代表性） 
イ．差止請求権を行使し得る基盤を有しているかどうか 
                      （訴権行使基盤） 
ウ．不当な目的で訴えを提起するおそれはないか  （弊害排除） 
 
具体的な適格要件の設定にあたっては、適格消費者団体の行使す

る差止請求権が、社会的にも経済的にも大きな影響を与えうるもの

であることを踏まえ、明確かつ適切な基準とする必要がある。 
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（２）適格要件の具体的な在り方 

 
① 団体の目的 

 

団体がその定款等において規定する団体の目的に消費者利益の

擁護が掲げられている必要がある。 
営利を目的とする団体については適格消費者団体の対象から除

外すべきである（資料 14）。 

 
② 活動実績 

 

消費者利益代表性を有すると真に認められるためには、団体の

主たる活動が、上記①の目的に沿って、相当期間、継続的に行わ

れている必要がある。 
 
③ 団体の規模 

 

団体の規模の要件については、一定の消費者からの支持を得て

いることの表れとして、消費者利益代表性を判断する基準の一つ

と考えられる一方、団体が継続して活動しうることの表れとして、

訴権行使基盤を判断する基準の一つとも考えられる。 
団体の規模の具体的な考え方については、このような要件の位

置づけを踏まえ検討する必要がある。 
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④ 事業者等からの独立性 

 

団体が特定の事業者ないし事業者団体の影響下にある場合、事

業者の不当な行為に対して十分な対応が期待しえない、競合する

事業者に対する不当な訴えが提起されるおそれがあるなどの問題

が想定される。消費者全体の利益を擁護するという消費者団体訴

訟制度の趣旨に鑑みると、事業者等からの独立性を要件とするこ

とが必要である。 
なお、消費者団体の中には、活動資金の確保等のために事業を

行っている団体もあるという現状を踏まえ、事業者性の範囲につ

いて、今後、さらに議論を深める必要がある。 
 
⑤ 法人格 

 

団体は法人格を取得することによって権利・義務の主体となる

ことが原則である6。 

我が国においては、法人格を有しない団体であっても、いわゆ

る権利能力なき社団と認められる場合には、訴えを提起すること

も民事訴訟法上可能とされている（資料 15）。しかしながら、権利

能力なき社団に該当するかどうかは個々の裁判において判断され

るため、法人格を有しない団体を適格消費者団体として認めるこ

とは、制度の安定性を欠く7。 

                                                 
6 法人とは、自然人以外のもので、法律上、権利・義務の主体たりうるものをいう。法人には、

営利を目的とする法人のほか、公益法人や社会福祉法人等、いくつかの形態がある。 
7 近年、ＮＰＯ法人制度や中間法人制度が新たに創設され、非営利団体が比較的容易に法人格

を取得しうる環境が整備されてきている。 
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このため、法人格を有していることを要件とすることが必要で

ある。 

 

⑥ 人的基盤、財政基盤、組織運営体制 

 

消費者団体訴訟制度が消費者の利益のために実効的かつ適切に

運用されるためには、団体が差止請求権を的確に行使するための、

人的基盤、財政基盤、適切な組織運営体制を具備していることが

必要である。 
 
ア．人的基盤 
団体が差止請求権を的確に行使するに当たっては、消費者被害

についての情報を収集・分析した上で、事業者に対して事前交渉

や差止請求を適切に行い、その結果についての情報を広く消費者

に提供するといった活動が求められる。 
このため、団体には、これらの活動全般にわたっての人的能力

や専門性を備えていることが必要と考えられる（資料 16）。 

 
イ．財政基盤 
財政基盤は団体の活動の裏付けとなるものであり、継続的に活

動しうるに十分な財政基盤を有していることが必要である。 
 
ウ．組織運営体制 
団体が差止請求権を適切に行使しうるためには、適切な組織体

制の下で、健全で透明性の高い事業運営が行われていることが必
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要である。 
 
⑦ 暴力団等の排除 

 

差止請求権を行使しようとする団体が暴力団等の反社会的存在

の支配の下にある場合、正当な権利行使を装って事業者等に不当

な要求を行うことが想定される。このため、このような反社会的

存在からの独立性を要件とすべきである。 
 

（３）適格要件への適合性判断の在り方 

 

消費者団体が適格要件を満たしているかどうかの判断について

は、あらかじめ行政が団体の適格要件への適合性を判断する方法と、

団体が個別に提起した訴えごとに裁判所が当該団体の適格要件へ

の適合性を判断する方法が考えられる。 

前者の方法については、どの消費者団体が適格消費者団体である

かが消費者・事業者双方にとって明確となり、訴訟前交渉の促進、

不適切な団体による不当な要求の防止等を通じて、消費者団体訴訟

制度の効果的・効率的な運営に資すると考えられる。 

一方、後者の方法については、訴え提起時点では制限がないこと

から、事業者の不当な行為の発生後、より迅速に訴えを提起するこ

とが可能になるといったメリットも考えられるが、前者の方法と比

べ、制度の安定性や信頼性の確保の面で問題があると考えられる8。 

                                                 
８ 例えば、個別の訴えごとに適格要件の適合性が争われる可能性があるほか、不適切な団体を

排除することや訴訟前の交渉を促すことが困難となることが考えられる。 
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以上を踏まえると、行政があらかじめ適格要件への適合性を判断

すべきである。 

 

（４）事後的担保措置 

 
適格要件への適合性を認められた団体であっても、その後、適格

要件を欠くに至ることがあり得る。これをそのままにして放置する

ことは、制度の信頼性を損なうことになり、適切でない。そのため、

適格性を認められた団体に対して、その適格性が事後的にも担保さ

れるよう一定の措置をとる必要がある（資料 17）。 

 

４．訴訟手続の在り方 

 
（１）基本的考え方 

 
 消費者団体訴訟制度における訴訟手続については、本制度が民事訴

訟の枠組みを利用するものであることから、原則として民事訴訟法の

規定に従うべきである。 
 一方、本制度には、 
・訴えを提起し得る適格消費者団体が複数存在すること 
・訴訟により消費者全体の利益の擁護を目指すものであること 
・我が国の法制上新しい訴訟類型であること 
という特色がある。 
 これらの特色を踏まえ、手続ルールの明確化や濫訴の防止を図るこ

となどにより制度を有効・適切に運営するという観点から、訴訟手続
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に関して、特段の措置を講じる必要があるかどうかについて、個別に

検討を行う必要がある。 
 

（２）適格消費者団体相互の関係について 

 
① 既判力の範囲 

 
本制度における差止請求権はそれぞれの適格消費者団体に認

められた権利と考えられる。この場合、ある適格消費者団体が提

起した差止請求事件における判決の既判力9の範囲については、

当該事件の当事者限りとし、他の適格消費者団体には及ばないと

することが民事訴訟法の原則に整合的である。 

他の適格消費者団体による訴え提起によって紛争の蒸返しが

生じるのではないかという懸念もあるが、この点については、適

格消費者団体の要件の在り方も踏まえ、さらに検討する必要があ

る。 

 
② 同時複数提訴の可否 

 

ある適格消費者団体が起こしている差止めを求める訴えの係

属中に、別の適格消費者団体が同一事案に関して、さらに差止

めを求める訴えを提起（同時複数提訴）しうるかどうかに関し

ても、特段制限されないとするのが民事訴訟法の原則に整合的

                                                 
9 確定判決には、以後この確定判決の判断に反する主張を認めないとする効力（既判力）が認

められており、この既判力は原則として訴訟当事者に及ぶ（資料 18）。 
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である（資料 19）。 

他の適格消費者団体による訴え提起によって、事業者に過重

な負担が生じるのではないかという懸念もあるが、この点につい

ても、適格消費者団体の要件の在り方も踏まえ、さらに検討する

必要がある。 
 
③ 請求の放棄、和解等の可否 

 

請求の放棄や和解等の可否に関しても、特段の制限がされな

いとするのが民事訴訟法の原則に整合的である。不当な和解等に

ついては、他の適格消費者団体によりこれを争うことが可能と考

えられ、あえて特段の措置を講じる必要はないと考えられる（資

料 20）。 

 
（３）差止判決の実効性確保について 

 
① 判決の援用制度 

 

消費者団体訴訟制度を導入している国のうちドイツ等一部の

国では、差止判決の実効性を確保するため、消費者が個別訴訟の

中で当該差止判決を援用する場合、個別の条項を無効とみなす規

定が設けられている（資料 21）。 

この援用制度については、判決の実効性確保、個別消費者の利

益などの観点から、導入することが必要との指摘がある。一方、

一部無効を定めた規定に反する契約条項の差止請求等の場合に、
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援用によって個別訴訟にどのような効果が生じるか明らかでな

いとして、その導入に対する問題も指摘されている。 

援用制度は判決の効力に関して民事訴訟法の一般原則に対す

る例外を定めるものと考えられるため、その必要性については、

導入した場合の効果等も踏まえ、慎重に検討する必要がある。 

 
② 判決の周知・公表 

 

本制度は、消費者全体の利益擁護を図ることを目指すもので

あり、差止判決の内容等を消費者に広く周知させることが重要で

ある。このため、消費者への情報提供として効果的な手法が求め

られる。 
 

（４）制度運営の円滑化について 

 
① 事業者との事前交渉 

 

消費者団体訴訟において、適格消費者団体と相手方事業者と

の間の事前交渉（警告・交渉等）を充実させることは、消費者団

体及び相手方事業者双方の負担を軽減するとともに、早期解決に

つながると考えられる。 
しかし、被害拡大防止のため緊急の対応が求められる場合や

事業者が交渉に応じない旨を明らかにしている場合などが想定

され、事前交渉を義務付けることは適切ではない。 
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② 管轄裁判所の決定 

 

本制度における差止めを求める訴えを管轄する裁判所につい

ては、被告である事業者の所在地（営業所）を管轄する裁判所を

基本としつつ、被告の応訴の負担10や審理の便宜11、適格消費者

団体の要件の在り方を踏まえ、さらに検討する必要がある。（資

料 22）。 

 
③ 訴額の算定 

 

本制度における差止めを求める訴えの訴額の算定については、

適格消費者団体が金銭的な利益を得るわけではないことから、非

財産権上の訴えとみなして取扱うことが適当である（資料 23）。 

                                                 
10 管轄地を広く認めると、適格消費者団体が恣意的に管轄裁判所を選択することなどによって、

被告となる事業者が過重な応訴の負担を負うおそれがある。 
11 差止めを求める訴えの審理の過程において、重要な間接事実の一つとして個々の消費者に対

する契約条項の使用状況や勧誘行為の状況が問題となるものと考えられる。このため、証人と

なりうる消費者が多数存在する不当な契約条項が使用された地及び不当な勧誘行為が行われた

地において審理を行うことには一定の合理性があるとも考えられる。 
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５．制度の実効性を高めるための方策 

 

（１）適格消費者団体の自主的な取組みの重要性 

 
消費者団体訴訟制度が消費者全体の利益を擁護するという本来の

目的を達するためには、適格消費者団体が差止請求権を制度の目的に

沿って適切に行使することが求められる。 
そのためには、適格消費者団体が、十分な情報収集力、人材、財政

基盤等を備えている必要があり、これらは適格要件の重要な要素であ

る（前掲資料 16）。適格消費者団体は、これらの基盤を備えるため、

まずは自主的な取組みを行う必要がある。 
 
（２）環境整備の方向性 

 
適格消費者団体の自主的な取組みを基本としつつ、制度の実効性を

高める観点から、適格消費者団体が差止請求権をより行使しやすくす

るための環境整備が重要と考えられる。 
行政においては、消費者団体訴訟制度の導入を視野に入れて活動し

ている団体の状況も踏まえつつ、どのような方策を講ずることが可能

であり適切であるかについて検討する必要がある。 
  例えば、制度の実効性を高めるためには、適格消費者団体が消費者

被害の情報収集に努めるだけではなく、個々の消費者が消費者被害の

情報を適格消費者団体に迅速に提供することも重要である。このため、

制度に関する広報・啓発等を通じて、個々の消費者の制度に対する理

解の増進を図る必要がある。 
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また、国民生活センター等においても、適格消費者団体に対し、消

費者全体の利益を十分考慮して、積極的に情報提供に努める必要があ

る。 
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おわりに 

 
本検討委員会では、これまで、どのような消費者団体が、どのよう

な訴えを提起しうる制度にするのか、また、制度が適切に活用される

ためにはどのような措置が必要か、といった視点から検討が進められ

てきた。本報告は、これまでの検討に基づき、消費者団体訴訟制度の

骨格をとりまとめたものである。 
一定の消費者団体が消費者全体の利益のために差止請求権を行使

することを認めるという本制度は、我が国の法制上新しいものである。

このため、制度を構築するに当たっての論点は広範にわたり、具体的

に制度を設計するには、本報告で示した骨格を踏まえ、さらに検討を

進める必要がある。 
例えば、具体的にどのような行為を差止対象とするのか、適格消費

者団体の要件について具体的な判断基準の在り方はどうあるべきか、

また、訴訟手続について、適格消費者団体の在り方を踏まえた上でど

のように考慮すべきかといった事項について、十分に議論する必要が

ある。 
本検討委員会は、消費者団体訴訟制度の具体化を図るため、今後、

さらに検討を進めていくこととする。 
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審議経過 
 

回 数 開 催 日 議      題 

第１回 平成１６年 

 ５月２４日 

○消費者団体訴訟制度に関する今後の検討方針につ

いて 

第２回  ７月 ２日 ○関係団体からのヒアリング 

 ・国民生活センター 

 ・消費者団体 

（消費者団体訴訟制度を考える連絡会議） 

 ・日本弁護士連合会 

第３回  ７月２０日 ○関係団体からのヒアリング 

 ・日本経済団体連合会 

 ・中小企業団体 

（全国商工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体

中央会、全国商店街振興組合連合会） 

 ・消費者団体 

（全国消費者団体連絡会、全国消費生活相談員協会） 

第４回  ８月１３日 ○消費者団体訴訟制度に係る論点整理（第１回） 

 ・訴権の種類 

 ・訴権の内容 

第５回  ９月１０日 ○消費者団体訴訟制度に係る論点整理（第２回） 

 ・適格団体の要件 

第６回  ９月２４日 ○消費者団体訴訟制度に係る論点整理（第３回） 

 ・制度運営上の諸問題 

第７回 

 

１０月 ７日 ○これまでの審議経過について 

第８回 

 

１１月１７日 ○制度の実効性を高めるための方策について 

○消費者団体訴訟制度の骨格について（素案） 

第９回 

 

１２月１３日 ○消費者団体訴訟制度の骨格について（案） 
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